
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
五

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
五

公
　
　
　
告

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
七
五
五

○
公
共
測
量
の
終
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
六

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所

（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

中
央
市
大
字
乙
黒
字
下
河
原
七
一
八
番
の
一
地
先

旧

七
・
九
〜

五
九
・
〇

か
ら

一
二
・
〇

中
央
市
大
字
乙
黒
字
下
河
原
七
一
九
番
の
一
地
先

ま
で

新

八
・
〇
〜

五
九
・
〇

一
二
・
〇

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡

北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

北
杜
八
ヶ
岳

北
杜
市
高
根
町
大
字
下
黒
澤
字
坂
上

一
四
〇
・
〇
平
成
十
九
年

公
園
線

二
八
八
二
番
の
一
地
先
か
ら

十
一
月
六
日

北
杜
市
高
根
町
大
字
下
黒
澤
字
坂
上

一
八
番
の
七
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
次
の

者
を
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

社
会
福
祉
法
人

ホ
ー
プ
ス
テ
ー
シ

甲
府
市
富
竹
一
丁
目

生
活
介
護

知
的
障
害
者

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
号
　
　
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
五
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

十
一
月
一
日

第
千
八
百
四
号

木　曜　日



ホ
ー
プ
会

ョ
ン

一
二
番
一
一
号

社
会
福
祉
法
人

ホ
ー
プ
ス
テ
ー
シ

甲
府
市
富
竹
一
丁
目

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

ホ
ー
プ
会

ョ
ン

一
二
番
一
一
号

Ｂ
型

社
会
福
祉
法
人

ス
カ
イ
コ
ー
ト
勝

甲
州
市
勝
沼
町
山
一

自
立
訓
練
（
機
身
体
障
害
者
（

山
の
都
福
祉
会

沼
在
宅
支
援
セ
ン

四
〇
五
番
地
一

能
訓
練
）

肢
体
不
自
由
）

タ
ー

社
会
福
祉
法
人

春
の
陽

北
杜
市
長
坂
町
長
坂

生
活
介
護

知
的
障
害
者
・

八
ヶ
岳
名
水
会

下
条
一
三
六
八
番
地

精
神
障
害
者

一

社
会
福
祉
法
人

春
の
陽

北
杜
市
長
坂
町
長
坂

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者
・

八
ヶ
岳
名
水
会

下
条
一
三
六
八
番
地

知
的
障
害
者
・

一

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

春
の
陽

北
杜
市
長
坂
町
長
坂

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

八
ヶ
岳
名
水
会

下
条
一
三
六
八
番
地

Ｂ
型

知
的
障
害
者
・

一

精
神
障
害
者

'

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
十
月
十
六
日
付
け
で
国
土
交
通
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
街
区
基
準
点
測
量
及
び
街
区
点
測
量
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
府
市
、
富
士
吉
田
市
、
大
月
市
及
び
中
央
市

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
一
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

別
表
第
一
中

「
二
九
四

甲
府
市
善
光
寺
一
丁
目
二
七
番
一
号

砂
田
橋
北

平
成
一
九
年
八
月
六
日

先
（
市
道
善
光
寺
蓬
沢
線
と
市
道
琢

告
示
第
七
一
号

美
酒
折
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

を「
二
九
四

甲
府
市
善
光
寺
一
丁
目
二
七
番
一
号

砂
田
橋
北

平
成
一
九
年
八
月
六
日

先
（
市
道
善
光
寺
蓬
沢
線
と
市
道
琢

告
示
第
七
一
号

美
酒
折
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

二
九
五

甲
府
市
塩
部
三
丁
目
五
番
二
八
号
先

朝
日
小
学
校
西
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

（
市
道
上
木
戸
狐
塚
線
と
市
道
上
木

告
示
第
一
〇
一
号

戸
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
一
二
八

甲
府
市
住
吉
二
丁
目
一
番
一
号
先
（

伊
勢
交
番
前

平
七
・
一
・
三
〇

県
道
右
左
口
玉
穂
甲
府
線
と
市
道
療

告
示

養
所
前
通
り
線
と
の
交
差
点
）

第
四
号

」

を「
一
二
八

甲
府
市
住
吉
二
丁
目
一
番
一
号
先
（

伊
勢
郵
便
局
南
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

県
道
甲
府
中
央
右
左
口
線
と
市
道
療

告
示
第
一
〇
一
号

養
所
前
通
り
線
と
の
交
差
点
）

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
号
　
　
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

七
五
六



に
、

「
二
三
八

中
巨
摩
郡
竜
王
町
名
取
三
三
一
番
地

名
取
西

平
二
・
一
〇
・
一
五

先
（
国
道
五
二
号
と
町
道
と
の
Ｔ
字

告
示
　
第
二
七
号

路
交
差
点
）

」

を「
二
三
八

削
除

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
九
八

中
巨
摩
郡
八
田
村
六
科
一
、
五
八
七

か
す
み
寿
司
前
平
九
・
三
・
二
四

番
地
の
一
一
先
（
県
道
竜
王
芦
安
線

告
示

）

第
二
〇
号

」

を「
九
八

南
ア
ル
プ
ス
市
六
科
一
、
五
八
七
番

六
科
下

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

地
の
一
一
先
（
県
道
甲
斐
芦
安
線
と

告
示
第
一
〇
一
号

市
道
と
の
交
差
点
）

」

に
、

「
一
〇
一

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
二
、
四
四
〇

ス
ー
パ
ー
手
塚
平
成
一
五
年
一
二
月
一
八
日

番
地
先
（
県
道
竜
王
芦
安
線
と
市
道

前

告
示
第
八
八
号

と
の
交
差
点
）

」

を「
一
〇
一

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
二
、
四
四
〇

八
田
小
学
校
西
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

番
地
先
（
県
道
甲
斐
芦
安
線
と
市
道

入
口

告
示
第
一
〇
一
号

と
の
交
差
点
）

」

に
、

「
一
七
三

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
九
五
一
番
地

総
合
交
通
セ
ン
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日

一
先
（
県
道
南
ア
ル
プ
ス
甲
斐
線
と

タ
ー
前

告
示
第
六
〇
号

市
道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「
一
七
三

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
九
五
一
番
地

総
合
交
通
セ
ン
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日

一
先
（
県
道
南
ア
ル
プ
ス
甲
斐
線
と

タ
ー
前

告
示
第
六
〇
号

市
道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

一
七
四

南
ア
ル
プ
ス
市
落
合
三
〇
番
地
先
（

あ
し
は
ら
団
地
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

市
道
下
宮
地
荊
沢
線
と
市
道
荊
沢
芦

入
口

告
示
第
一
〇
一
号

原
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
一
〇
〇

韮
崎
市
清
哲
町
折
居
八
一
五
番
地
先

折
居

平
成
一
九
年
八
月
六
日

（
県
道
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線
）

告
示
第
七
一
号

」

を「
一
〇
〇

韮
崎
市
清
哲
町
折
居
八
一
五
番
地
先

折
居

平
成
一
九
年
八
月
六
日

（
県
道
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線
）

告
示
第
七
一
号

一
〇
一

甲
斐
市
名
取
三
二
四
番
地
先
（
国
道

真
福
寺
南

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

五
二
号
と
県
道
甲
斐
中
央
線
と
の
十

告
示
第
一
〇
一
号

字
路
交
差
点
）

一
〇
二

甲
斐
市
竜
地
六
、
六
一
四
番
地
先
（

双
葉
保
健
福
祉
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

県
道
甲
府
韮
崎
線
と
県
道
島
上
条
宮

セ
ン
タ
ー
南

告
示
第
一
〇
一
号

久
保
絵
見
堂
線
と
の
五
差
路
交
差
点

）

一
〇
三

韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
二
、
六
二
六
番

韮
崎
北
東
小
学
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
号
　
　
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

七
五
七



地
先
（
国
道
一
四
一
号
と
市
道
藤
井

校
入
口

告
示
第
一
〇
一
号

八
三
号
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
一
二

南
巨
摩
郡
身
延
町
相
又
四
〇
六
番
地

身
延
南
小
入
口
五
六
・
七
・
二
八

先
（
国
道
五
二
号
線
と
身
延
南
小
学

告
示
　
第
四
一
号

校
正
門
入
口
と
の
交
差
点
）

」

を「
一
二

南
巨
摩
郡
身
延
町
相
又
四
〇
六
番
地

豊
岡
小
学
校
入
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

先
（
国
道
五
二
号
と
町
道
と
の
交
差

口

告
示
第
一
〇
一
号

点
）

」

に
、

「
五

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
七
一
七
番
地

北
条
ガ
ソ
リ
ン
四
八
・
八
・
一
一

先
（
県
道
市
川
大
門
鰍
沢
線
と
町
道

店
前

と
の
交
差
点
）

」

を「
五

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
七

市
川
大
門
交
番
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

一
七
番
地
先
（
県
道
市
川
三
郷
鰍
沢

西

告
示
第
一
〇
一
号

線
と
県
道
四
尾
連
湖
公
園
線
と
の
交

差
点
）

」

に
、

「
一
七

西
八
代
郡
三
珠
町
上
野
二
、
四
八
七

三
珠
町
役
場
入
五
六
・
一
一
・
九

番
地
の
七
先
（
県
道
甲
府
市
川
大
門

口

告
示
　
第
五
五
号

線
と
町
道
と
の
交
差
点
）

」

を

「
一
七

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
二
、
四

三
珠
庁
舎
入
口
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

八
七
番
地
の
七
先
（
県
道
甲
府
市
川

告
示
第
一
〇
一
号

三
郷
線
と
町
道
と
の
交
差
点
）

」

に
、

「
一
七
〇

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
八
一
九
番
地

井
之
上

平
成
一
九
年
八
月
六
日

二
先
（
県
道
栗
合
成
田
線
）

告
示
第
七
一
号

」

を「
一
七
〇

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
八
一
九
番
地

井
之
上

平
成
一
九
年
八
月
六
日

二
先
（
県
道
栗
合
成
田
線
）

告
示
第
七
一
号

一
七
一

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
一
三
二
番
地
二

恵
比
寿

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

先
（
市
道
石
和
四
〇
九
号
線
と
笛
吹

告
示
第
一
〇
一
号

農
道
三
〇
号
線
と
の
十
字
路
交
差
点

）

」

に
、

「
三
〇

東
山
梨
郡
春
日
居
町
小
松
八
五
五
番

山
梨
温
泉
病
院
五
四
・
一
一
・
一
七

地
（
町
道
一
級
八
号
線
と
町
道
一
〇

前

告
示
　
第
四
八
号

四
号
線
と
の
交
差
点
）

」

を「
三
〇

笛
吹
市
春
日
居
町
小
松
八
五
五
番
地

山
梨
リ
ハ
ビ
リ
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

先
（
県
道
一
宮
山
梨
線
と
市
道
春
日

テ
ー
シ
ョ
ン
病
告
示
第
一
〇
一
号

居
二
│
一
三
号
線
と
の
交
差
点
）

院
前

」

に
、

「
四
九

富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
、
六
三
四
番

吉
田
商
業
高
校
五
二
・
二
・
二
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
号
　
　
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

七
五
八



地
先
（
市
道
昭
和
通
り
と
市
道
吉
田

入
口

商
業
高
校
通
り
線
と
の
交
差
点
）

」

を「
四
九

富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
、
六
三
四
番

ひ
ば
り
が
丘
高
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

地
先
（
市
道
昭
和
通
り
線
と
市
道
と

校
入
口

告
示
第
一
〇
一
号

の
交
差
点
）

」

に
、

「
一
六
〇

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
〇
六
六

出
口
池
入
口

平
成
一
九
年
八
月
六
日

番
地
三
先
（
村
道
山
中
道
線
と
村
道

告
示
第
七
一
号

阿
原
出
口
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「
一
六
〇

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
〇
六
六

出
口
池
入
口

平
成
一
九
年
八
月
六
日

番
地
三
先
（
村
道
山
中
道
線
と
村
道

告
示
第
七
一
号

阿
原
出
口
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

一
六
一

富
士
吉
田
市
小
明
見
二
、
九
四
九
番

明
見
第
二
駐
在
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

地
の
三
七
先
（
県
道
新
田
下
吉
田
線

所
前

告
示
第
一
〇
一
号

と
市
道
大
明
見
下
吉
田
線
と
市
道
丸

一
号
線
と
の
変
則
四
差
路
交
差
点
）

一
六
二

南
都
留
郡
鳴
沢
村
大
田
和
三
、
六
一

大
田
和
西

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

八
番
地
先
（
国
道
一
三
九
号
と
村
道

告
示
第
一
〇
一
号

二
五
六
号
線
と
村
道
Ⅱ
│
五
号
線
と

の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
三
二

大
月
市
大
月
町
花
咲
一
四
七
番
地
先

花
咲
下
宿

平
成
一
九
年
八
月
六
日

（
国
道
二
〇
号
）

告
示
第
七
一
号

」

を「
三
二

大
月
市
大
月
町
花
咲
一
四
七
番
地
先

花
咲
下
宿

平
成
一
九
年
八
月
六
日

（
国
道
二
〇
号
）

告
示
第
七
一
号

三
三

大
月
市
大
月
一
丁
目
二
一
番
一
号
先

大
月
駅
入
口

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

（
国
道
二
〇
号
大
月
バ
イ
パ
ス
と
市

告
示
第
一
〇
一
号

道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
五

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
二
、
九

上
野
原
自
工
前
五
四
・
六
・
一

九
四
│
一
番
地
（
国
道
二
〇
号
線
と

告
示
　
第
二
八
号

町
道
本
町
巌
線
と
の
交
差
点
）

」

を「
五

上
野
原
市
上
野
原
二
、
九
九
四
番
地

新
田
倉

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

一
先
（
国
道
二
〇
号
と
市
道
本
町
巌

告
示
第
一
〇
一
号

線
と
の
交
差
点
）

」

に
、

「
二
二

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
二
、
六

新
田
倉

平
一
一
・
二
・
一
五

五
一
番
地
の
五
先
（
国
道
二
〇
号
と

告
示

町
道
新
田
倉
下
石
原
線
と
の
Ｙ
字
路

第
一
〇
号

交
差
点
）

」

を「
二
二

上
野
原
市
上
野
原
二
、
六
五
一
番
地

新
田
倉
入
口

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日

五
先
（
国
道
二
〇
号
と
市
道
新
田
倉

告
示
第
一
〇
一
号

下
石
原
線
と
の
交
差
点
）

」

に
改
め
る
。
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梨
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別
表
第
四
中

「
五
三
一

市
道
北

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
五

車
両

車
両
進
行

甲
府
平
成
一
九
年
八

口
一
号

五
八
番
五
号
先
（
暫
定
北

ロ
ー
タ
リ

月
六
日

線

口
ロ
ー
タ
リ
ー
道
路
）
（

ー
南
か
ら

告
示
第
七
一
号

六
〇
メ
ー
ト
ル
）

北
へ
、
北

か
ら
東
を

経
て
南
へ

終
日

」

を「
五
三
一

市
道
北

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
五

車
両

車
両
進
行

甲
府
平
成
一
九
年
八

口
一
号

五
八
番
五
号
先
（
暫
定
北

ロ
ー
タ
リ

月
六
日

線

口
ロ
ー
タ
リ
ー
道
路
）
（

ー
南
か
ら

告
示
第
七
一
号

六
〇
メ
ー
ト
ル
）

北
へ
、
北

か
ら
東
を

経
て
南
へ

終
日

五
三
二

市
道

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
六
八

車
両（

車
両
進
行

韮
崎
平
成
一
九
年
一

番
地
一
先
か
ら
北
方
一
三

原
付
・

南
か
ら
北

一
月
一
日

メ
ー
ト
ル
地
点
の
真
福
寺

軽
車
両

へ
終
日

告
示
第
一
〇
一

南
交
差
点
ま
で
（
一
三
メ

を
除
く

号

ー
ト
ル
）

。）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
六
七
五

県
　
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
六
、
五
〇
九

一

韮
崎
四
九
・
四
・
一
一

甲
府
敷

番
地
先
（
今
村
豊
方
前
）
交
差
点

一
六
号

島
韮
崎

線

」

を「

六
七
五

県
道
甲

甲
斐
市
竜
地
六
、
五
二
七
番
地
先
（

三

韮
崎
平
成
一
九
年
一
一

府
韮
崎

五
差
路
）

月
一
日

線

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
一
、
二
七
二

国
　
道

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
小
暮
三
、
六
二

一

富
士
四
九
・
四
・
一
一

の
二

一
三
九

二
番
地
の
一
先

吉
田
一
六
号

号
線

」

を「
一
、
二
七
二

国
道
一

南
都
留
郡
鳴
沢
村
大
田
和
三
、
六
二

二

富
士
平
成
一
九
年
一
一

の
二

三
九
号

二
番
地
の
二
一
先
（
十
字
路
交
差
点

吉
田
月
一
日

）

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
一
、
八
五
六

市
道
（

南
ア
ル
プ
ス
市
荊
沢
四
二
一
番
地
の

二

南
ア
平
成
一
七
年
四
月

廃
軌
道

一
先
（
市
営
荊
沢
団
地
入
口
）

ル
プ
二
八
日

）

ス

告
示
第
三
七
号

」

を「
一
、
八
五
六

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
荊
沢
四
三
一
番
地
先

四

南
ア
平
成
一
九
年
一
一

（
十
字
路
交
差
点
）

ル
プ
月
一
日

ス

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
三
、
四
五
六

国
　
道

中
巨
摩
郡
竜
王
町
名
取
三
二
四
番
地

一

南
甲
六
三
・
三
・
三
一

五
二
号

先
（
ス
ナ
ッ
ク
「
イ
ー
グ
ル
」
東
側

府

第
一
〇
号

線

交
差
点
）

」

を

山
梨
県
公
報
　
　
第
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「
三
、
四
五
六

削
除

韮
崎
平
成
一
九
年
一
一

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
三
、
八
一
一

県
　
道

富
士
吉
田
市
小
明
見
二
、
三
八
八
番

一

富
士
平
四
・
一
一
・
九

新
田
吉

地
先
（
明
見
第
二
駐
在
所
前
交
差
点

吉
田
第
四
四
号

田
線

）

」

を「
三
、
八
一
一

県
道
新

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
、
〇
〇
〇
番

四

富
士
平
成
一
九
年
一
一

田
下
吉

地
の
三
三
先
（
四
差
路
）

吉
田
月
一
日

田
線

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
四
、
八
九
六

市
道

富
士
吉
田
市
小
明
見
二
、
九
四
九
番

二

富
士
平
成
一
四
年
七
月

地
の
三
七
先
（
明
見
第
二
駐
在
所
南

吉
田
八
日

側
交
差
点
）

告
示
第
三
四
号

」

を「
四
、
八
九
六

削
除

富
士
平
成
一
九
年
一
一

吉
田
月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
五
、
一
七
一

県
道
甲

甲
斐
市
名
取
三
二
四
番
地
先
（
名
取

一

南
甲
平
成
一
八
年
七
月

斐
中
央

温
泉
西
側
丁
字
路
交
差
点
）

府

一
〇
日

線

告
示
第
六
四
号

」

を「
五
、
一
七
一

国
道
五

甲
斐
市
名
取
三
二
四
番
地
先
（
十
字

二

韮
崎
平
成
一
九
年
一
一

二
号

路
交
差
点
）

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
五
、
二
二
五

市
道

上
野
原
市
八
ツ
沢
五
五
五
番
地
先

一

上
野
平
成
一
九
年
八
月

原

六
日

告
示
第
七
一
号

」

を「
五
、
二
二
五

市
道

上
野
原
市
八
ツ
沢
五
五
五
番
地
先

一

上
野
平
成
一
九
年
八
月

原

六
日

告
示
第
七
一
号

五
、
二
二
六

市
道

甲
府
市
小
瀬
町
一
、
〇
七
九
番
地
先

一

南
甲
平
成
一
九
年
一
一

（
丁
字
路
交
差
点
）

府

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

五
、
二
二
七

市
道

甲
府
市
後
屋
町
五
七
五
番
地
先
（
丁

一

南
甲
平
成
一
九
年
一
一

字
路
交
差
点
）

府

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

五
、
二
二
八

国
道
二

上
野
原
市
上
野
原
二
、
五
五
一
番
地

二

上
野
平
成
一
九
年
一
一

〇
号

先
（
丁
字
路
交
差
点
）

原

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
一
、
〇
二
九

村
　
道

南
都
留
郡
鳴
沢
村
三
、
六
二
二
番
地

富
士
吉
平
元
・
三
・
二

の
二
先
（
渡
辺
誠
一
方
畑
西
側
）

田

八
号

」
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梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
号
　
　
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

七
六
一



を「
一
、
〇
二
九

削
除

富
士
吉
平
成
一
九
年
一
一

田

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
一
、
〇
七
五

町
　
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
六
六
〇
番
地

韮
　
崎
四
九
・
五
・
二
三

先
（
藤
巻
竜
男
方
西
側
）

二
一
号

」

を「
一
、
〇
七
五

削
除
　

韮
崎

平
成
一
九
年
一
一

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
七
、
七
三
三

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
井
戸
一
四
〇
番
地

石
　
和
平
元
・
二
・
九

の
一
先
（
中
原
広
富
方
東
側
、
北
進

三
号

す
る
車
両
）

七
、
七
三
四

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
井
戸
一
四
〇
番
地

石
　
和
平
元
・
二
・
九

の
一
先
（
中
原
広
富
方
前
交
差
点
、

三
号

南
進
す
る
車
両
）

」

を「
七
、
七
三
三

削
除

笛
吹

平
成
一
九
年
一
一

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

七
、
七
三
四

削
除

笛
吹

平
成
一
九
年
一
一

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
九
、
八
九
九

市
　
道

甲
府
市
塩
部
一
丁
目
二
番
先

甲
　
府
平
一
二
・
四
・
六

（
県
立
甲
府
工
業
高
校
グ
ラ
ン
ド
北

告
示

西
角
・
西
進
車
両
）

第
一
七
号

」

を「
九
、
八
九
九

削
除

甲
府

平
成
一
九
年
一
一

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
一
〇
、
四
二
三

市
道

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
、
〇
〇
〇
番

富
士
吉
平
成
一
四
年
七
月

地
の
三
先
（
明
見
第
二
駐
在
所
南
側

田

八
日

交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
四
号

一
〇
、
四
二
四

市
道

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
、
〇
〇
〇
番

富
士
吉
平
成
一
四
年
七
月

地
の
四
先
（
明
見
第
二
駐
在
所
南
側

田

八
日

交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
四
号

」

を「
一
〇
、
四
二
三

削
除

富
士
吉
平
成
一
九
年
一
一

田

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

一
〇
、
四
二
四

削
除

富
士
吉
平
成
一
九
年
一
一

田

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」
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梨
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に
、

「
一
〇
、
九
二
六

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
荊
沢
四
三
二
番
地
四

南
ア
ル
平
成
一
七
年
四
月

先
（
市
道
（
廃
軌
道
）
と
の
交
差
点

プ
ス

二
八
日

・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
七
号

」

を「
一
〇
、
九
二
六

削
除

南
ア
ル
平
成
一
九
年
一
一

プ
ス

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
一
一
、
〇
六
一

県
道
甲

甲
斐
市
名
取
三
二
四
番
地
先
（
名
取

南
甲
府
平
成
一
八
年
七
月

斐
中
央

温
泉
西
側
交
差
点
・
南
進
車
両
）

一
〇
日

線

告
示
第
六
四
号

」

を「
一
一
、
〇
六
一

削
除

韮
崎

平
成
一
九
年
一
一

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
一
一
、
一
七
三

市
道
荊

南
ア
ル
プ
ス
市
落
合
三
〇
番
地
先
（

南
ア
ル
平
成
一
九
年
三
月

沢
芦
原

市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
東
進

プ
ス

二
二
日

線

車
両
）

告
示
第
二
八
号

」

を「
一
一
、
一
七
三

削
除

南
ア
ル
平
成
一
九
年
一
一

プ
ス

月
一
日

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
、

「
一
一
、
二
〇
五

市
道

大
月
市
富
浜
町
宮
谷
五
五
八
番
地
先

大
月

平
成
一
九
年
八
月

（
十
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

六
日

告
示
第
七
一
号

」

を「
一
一
、
二
〇
五

市
道

大
月
市
富
浜
町
宮
谷
五
五
八
番
地
先

大
月

平
成
一
九
年
八
月

（
十
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

六
日

告
示
第
七
一
号

一
一
、
二
〇
六

市
道

甲
府
市
中
小
河
原
町
一
、
五
八
三
番

南
甲
府
平
成
一
九
年
一
一

地
一
先
（
十
字
路
交
差
点
・
北
進
車

月
一
日

両
）

告
示
第
一
〇
一
号

一
一
、
二
〇
七

西
関
東

山
梨
市
上
岩
下
三
五
三
番
地
一
先
（

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

丁
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
〇
八

西
関
東

山
梨
市
上
岩
下
三
五
三
番
地
二
先
（

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

丁
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
〇
九

西
関
東

山
梨
市
上
岩
下
二
〇
七
番
地
一
先
（

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

丁
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
〇

西
関
東

山
梨
市
上
岩
下
一
二
七
番
地
先
（
丁

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

月
一
日

山
梨
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路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
一

西
関
東

山
梨
市
上
岩
下
一
三
二
番
地
一
先
（

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

十
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
二

西
関
東

山
梨
市
落
合
二
三
七
番
地
一
先
（
十

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
三

西
関
東

山
梨
市
上
岩
下
一
二
四
番
地
先
（
十

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
四

西
関
東

山
梨
市
落
合
二
三
七
番
地
一
先
（
十

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
五

西
関
東

山
梨
市
上
岩
下
一
八
七
番
地
二
先
（

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

十
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
六

西
関
東

山
梨
市
山
根
八
〇
番
地
一
先
（
十
字

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
七

西
関
東

山
梨
市
落
合
一
八
四
番
地
一
先
（
十

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
八

西
関
東

山
梨
市
落
合
一
八
六
番
地
一
先
（
十

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
一
九

西
関
東

山
梨
市
万
力
三
、
六
六
九
番
地
一
先

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

（
丁
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
二
〇

西
関
東

山
梨
市
落
合
一
四
六
番
地
二
先
（
丁

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
二
一

西
関
東

山
梨
市
万
力
三
、
六
五
〇
番
地
先
（

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

丁
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
二
二

西
関
東

山
梨
市
万
力
二
九
三
番
地
二
先
（
丁

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
二
三

西
関
東

山
梨
市
万
力
二
九
二
番
地
（
丁
字
路

日
下
部
平
成
一
九
年
一
一

連
絡
道

交
差
点
・
南
進
車
両
）

月
一
日

路
（
側

告
示
第
一
〇
一
号

道
）

一
一
、
二
二
四

市
道

上
野
原
市
上
野
原
二
、
五
五
一
番
地

上
野
原
平
成
一
九
年
一
一

先
（
市
道
と
国
道
二
〇
号
と
の
丁
字

月
一
日

山
梨
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路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
一
〇
一
号

」

に
改
め
る
。
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梨
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